
指導者育成・活用事業の指導者育成・活用事業の
企画と立案企画と立案ⅣⅣ

【実習】
日本ボートの10年後に向けた十策づくり



本日の内容本日の内容

1. 過去3年間の話題と今回の企画説明

2. 国体評価から見る日本ボートの問題点
2012.5「国体実施競技評価」より

3. 海外からみた日本ボートとは
2010「スポーツ指導者海外研修」報告書より

4. 実習「日本ボート10年後に向けた十策」づくり



２．国体評価から見る日本ボートの問題点２．国体評価から見る日本ボートの問題点







【【項目項目11】】
各都道府県において、本大会出場者を選抜する、又は代表チームを編成す各都道府県において、本大会出場者を選抜する、又は代表チームを編成す
るための競技者数が、特にジュニア層を中心に各年齢層にわたって充実しるための競技者数が、特にジュニア層を中心に各年齢層にわたって充実し
ていること。ていること。 【【2626 // 4141位位】】

l

l ■「中央競技団体への基礎調査」により評価する項目［項目 1－1）～ 2）］
l 1)少年種別年齢域以下の年代における各競技団体の登録競技者数について。
l A.登録競技者数が 25,000人以上である。
l E.登録競技者数が 2,500人未満のみである。

l 2)成年種別年齢域の年代における各競技団体の登録競技者数について。
l A.登録競技者数が 25,000人以上である。
l E.登録競技者数が 2,500人未満のみである。

l ■「都道府県体育協会への調査」により評価する項目［項目 1－3）～ 4）］
l 3) 国体における少年種別年齢域の競技者数について。
l 本大会出場者を選抜する、又は代表チームを編成するための競技者数について
l A. 獲得率 80％（376ポイント）以上の評価を得ている。
l E. 獲得率 35％（ 164ポイント）未満の評価である。

l 4) 国体における成年種別年齢域の競技者数について。
l 本大会出場者を選抜する、又は代表チームを編成するための競技者数について
l A. 獲得率 80％（ 376ポイント）以上の評価を得ている。
l E. 獲得率 35％（ 164ポイント）未満の評価である。
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【【項目項目22】】
各都道府県において、効率的な大会運営に必要な競技役員、並びに厳正な各都道府県において、効率的な大会運営に必要な競技役員、並びに厳正な
競技運営を行う審判員の確保が十分できること。競技運営を行う審判員の確保が十分できること。 【【36 / 4136 / 41位位】】

l ■「中央競技団体への基礎調査」により評価する項目［項目 2－1）］
l 1) 各競技団体における登録審判員数について
l 登録審判員数が、国民体育大会（本大会）で必要となる標準的な人数の
l A. 20倍以上である。
l E.  2.5倍未満である。

l ■「都道府県体育協会への調査」により評価する項目［項目 2－2）～ 3）］
l 2) 各都道府県における審判員数について。
l 当該競技予選会実施に必要な審判員の確保について、
l A. 獲得率 80％（ 376ポイント）以上の評価を得ている。
l E. 獲得率 35％（ 164ポイント）未満の評価である。

l 3) 各都道府県における競技役員数について。
l 当該競技予選会実施に必要な競技役員の確保について
l A. 獲得率 80％（ 376ポイント）以上の評価を得ている。
l E. 獲得率 35％（ 164ポイント）未満の評価である。





【【項目項目33】】
国民体育大会開催基準要項に定める全国国民体育大会開催基準要項に定める全国99ブロックの単位または近隣地域ブロックの単位または近隣地域

で、予選会（都道府県予選及びブロック予選）が行える施設が整っていること。で、予選会（都道府県予選及びブロック予選）が行える施設が整っていること。
【【31 / 4131 / 41位位】】

l ■「中央競技団体への基礎調査」により評価する項目［項目 3－1）～ 3）
l 1)各都道府県における全国的な大会を開催可能な施設の整備状況について。
l A. 47都道府県に施設が整備されている。
l F. 9以下の都道府県に施設が整備されている。

l 2) 国民体育大会の会場となる競技施設に係る規定の整備状況について。
l 3) 国民体育大会の競技会において大会運営側が用意する競技用具に係る規定の整備状況について。
l A. 規定を有している。
l 「規定を有していない」、「その他」＝回答内容により B～Dの各区分で評価する。
l B. 国際規則を準用する等、具体的な対応指針を有していることが認められる。
l C. 今後規定を整備することについて、具体的な対応方針が認められる。
l D. 具体的な対応方針が認められない。

l ■「都道府県体育協会への調査」により評価する項目［項目 3－4）～ 5）］
l 4) 各都道府県における施設について。未実施競技団体は「中央競技団体基礎調査」。
l 当該競技予選会実施に必要な施設の確保について、
l A. 獲得率 80％（ 376ポイント）以上の評価を得ること。
l E. 獲得率 35％（ 164ポイント）未満の評価である。

l 5) 各ブロックにおける施設について。
l 当該競技予選会実施に※最低限必要な施設（用具等を含む）の確保について、
l A.全国 9ブロックのうち 8以上において、ブロック内で 1都道府県は確保している。
l C.全国 9ブロックのうち 5以上において、ブロック内での確保が困難である。



【【項目項目44】】
特にジュニア層の競技者を中心として国民体育大会を通じてトップアスリー特にジュニア層の競技者を中心として国民体育大会を通じてトップアスリー
トまで育成・強化する体制を整備していること。トまで育成・強化する体制を整備していること。 【【24 / 4124 / 41位位】】

l ■「中央競技団体への基礎調査」により評価する項目［項目 4－1）～ 6）］
l 1)競技者育成の観点からの国体の位置づけについて
l A-1.特にジュニア層の競技者の育成・強化を重視している

l 2)競技者育成プログラムの整備状況について
l A.既に整備している。

l 3)競技者育成プログラムを活用した育成・強化の実施状況について
l A-1.プログラムを活用した具体的な育成・強化の施策を強力に推進していることが認められる。

l 4)強化拠点（トレセン制度等）の整備状況について
l A.既に整備している。

l 5)強化拠点（トレセン制度等）を活用した育成・強化の実施状況について
l A-1.強化拠点（トレセン制度等）を活用した具体的な育成・強化の施策を強力に推進している

l 6) 指導者の育成体制の整備及び活動状況について
l A-1.研修会を都道府県単位で実施している。

l ■「中央競技団体へのヒアリング調査」において評価する項目［項目 4－7）～ 9）］
l 7) 国民体育大会を通じた競技者育成・強化について、質疑応答を通じて次の基準により評価する。
l 8) 競技者育成プログラム及び強化拠点（トレセン制度等）の整備・活用状況について
l 9)指導者の育成体制の整備及び活動状況について、質疑応答を通じて次の基準により評価する。
l 【基準】※評価は 100％～ 0％まで 10％ごとに区分し、計 11段階で行う。



【【項目項目44】】
特にジュニア層の競技者を中心として国民体育大会を通じてトップアスリー特にジュニア層の競技者を中心として国民体育大会を通じてトップアスリー
トまで育成・強化する体制を整備していること。トまで育成・強化する体制を整備していること。 【【24 / 4124 / 41位位】】

l ■ 「都道府県体育協会への調査」により評価・確認する項目
l 10) 各都道府県における競技者育成・強化の取り組み状況について
l 各都道府県における競技者育成・強化の取り組み状況について
l A. 獲得率 80％（ 376ポイント）以上の評価を得ている。
l E. 獲得率 35％（ 164ポイント）未満の評価である。

l 11)各都道府県における指導者の養成・育成体制について



【【項目項目55】】
当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の充実・発展及び安定的当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の充実・発展及び安定的
な運営を図ることについて、協力姿勢が認められること。な運営を図ることについて、協力姿勢が認められること。 【【21 / 4121 / 41位位】】

l ■ 「中央競技団体への基礎調査」により評価する項目
l 1) 国民体育体育大会に対する全般的な考え方・姿勢について
l ①ジュニア競技者の発掘 ⑧審判員等の競技運営役員の育成
l ②ジュニア競技者の育成・強化 ⑨競技施設の充実
l ③国際レベル競技者の育成・強化 ⑩傘下の都道府県競技団体に対する強化費の助成
l ④競技者全般の育成・強化 ⑪国内大会の充実
l ⑤競技人口の拡充 ⑫競技認知度の向上
l ⑥競技拠点づくり ⑬その他

l ⑦指導者の養成・確保
l 【評価】※各項目のポイント合計（満点： 35pt）に応じて 0％～ 100％の評価とする。

l 2)国民体育大会の充実・発展に寄与するための当該競技団体の協力姿勢について
l ①少年種別の充実
l ②全国的な競技力の向上・競技者育成
l ③開催地における国体に向けた競技の普及・啓発活動
l ④国体期間中におけるイベント活動の実施
l ⑤国体会場の盛り上げや競技観戦に係る観客向けサービス
l ⑥開催地における国体終了後の施設の有効活用、競技の継続的な普及・発展
l ⑦既存施設の弾力的な運用
l ⑧その他



【【項目項目55】】
当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の充実・発展及び安定的当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の充実・発展及び安定的
な運営を図ることについて、協力姿勢が認められること。な運営を図ることについて、協力姿勢が認められること。 【【21 / 4121 / 41位位】】

l ■ 「中央競技団体への基礎調査」により評価する項目

l 3)日体協が推進する国民スポーツ振興事業に対する当該競技団体の協力姿勢について
l ①総合型地域スポーツクラブの育成・支援

l ②日本スポーツマスターズ、「体育の日」等生涯スポーツ振興のための事業の協力

l ③公認スポーツ指導者の養成・活用

l ④スポーツ少年団組織の拡充・充実

l ⑤全国的・国際的スポーツ交流事業の推進

l ⑥スポーツ医・科学研究の推進

l ⑦諸事業に関する広報事業への協力

l ⑧その他



【【項目項目55】】
当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の充実・発展及び安定的当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の充実・発展及び安定的
な運営を図ることについて、協力姿勢が認められること。な運営を図ることについて、協力姿勢が認められること。 【【21 / 4121 / 41位位】】

l ■ 「中央競技団体への基礎調査」により評価する項目
l 4)下記の国際大会における日本代表選手の国民体育大会への参加状況について。対象
l 第 29回オリンピック競技大会（北京大会／ 2008年）
l 第 21回オリンピック冬季競技大会（バンクーバー大会／ 2010年）
l 第 16回アジア冬季競技大会（広州大会／ 2010年）
l 第 7回アジア冬季競技大会（アスタナ・アルマティ大会／ 2011年）
l 直近の競技別世界選手権大会

l ジュニア年代（国体の少年種別年齢期）を対象とした直近の競技別世界選手権大会

l 【オリンピック、アジア大会、世界選手権大会の日本代表選手について】
l ※国体未実施競技は、見込みにより回答
l A.日本代表選手のうち 50％以上が国民体育大会に参加している。
l F.日本代表選手のうち 10％未満のみ国民体育大会に参加している。

l 【ジュニア年代を対象とした世界選手権大会の日本代表選手について】
l ※国体未実施競技は、見込みにより回答
l A.日本代表選手のうち 80％以上が国民体育大会に参加している。
l F.日本代表選手のうち 20％未満のみ国民体育大会に参加している。



【【項目項目55】】
当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の充実・発展及び安定的当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の充実・発展及び安定的
な運営を図ることについて、協力姿勢が認められること。な運営を図ることについて、協力姿勢が認められること。 【【21 / 4121 / 41位位】】

l ■ 「中央競技団体への基礎調査」により評価する項目
l 5)トップアスリート参加促進への対応について
l A-1.積極的な取り組みが認められる。
l A-2.一定の取り組みが認められる。
l A-3.取り組みを図る意志は認められるが、内容が具体性に欠ける。

l 6)トップアスリートが国民体育大会へ参加する際の制限について
l A.制限は全くない。（未実施競技の場合、制限を行う予定はない。）
l B-1.制限を行っているが、 2012年までに全て撤廃する予定である。
l B-2.制限を行っているが、 2013年以降に全て撤廃する予定である。

l 7) 国民体育大会における参加人員を少年種別に対してより重点的に配分することについて
l A. 全面的に協力可能。
l 「条件付きで協力可能」＝回答内容により B-1～B-2の各区分で評価する。
l B-1.現行の参加人員において、既に総枠の半数以上を少年種別に配分している。
l B-2.上記「 B-1」には該当しないが、協力姿勢が認められる。
l C. 協力は困難、あるいは不可能である。



【【項目項目55】】
当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の充実・発展及び安定的当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の充実・発展及び安定的
な運営を図ることについて、協力姿勢が認められること。な運営を図ることについて、協力姿勢が認められること。 【【21 / 4121 / 41位位】】

l ■ 「中央競技団体へのヒアリング調査」において評価する項目
l 8) 当該競技団体における国体の位置付け、全般的な国体への協力体制について

l 9) 日体協諸事業への協力体制全般について

l 10)国民体育大会へのトップアスリートの参加促進に係る姿勢・取り組みについて
l

l 11)国民体育大会における少年種別の重視に係る協力姿勢・取り組みについて

l ■ 「都道府県体育協会への調査」により評価・確認する項目
l 13)各都道府県競技団体における、特に国体関連

（都道府県予選会の実施、代表選手選考、参加申込手続き、派遣費・強化費に係る
経理処理等）を中心とした諸業務の実施態勢について



【【項目項目66】】

日体協が実施する協賛制度に協力が可能であること。日体協が実施する協賛制度に協力が可能であること。 【【10 / 4110 / 41位位】】

l ■ 「中央競技団体への基礎調査」において評価する項目
l 1) 日体協が今後、協賛制度や国民体育大会の認知度向上に係る PR・
キャンペーン活動を展開する場合の協力体制について

l ①会場内へのスポンサー看板の掲出
l ②ゼッケン、ナンバーカード等へのスポンサー広告の掲出
l ③著名な選手のポスターへの起用、日体協 HPへのインタビュー記事掲
載等

l ④著名な選手の記者会見や PRイベントへの出演
l ⑤競技会のインターネット中継等に係る選手の肖像権使用
l ⑥当該競技団体 HP、広報誌（会報）等での PR
l ⑦その他

l ■ 「中央競技団体へのヒアリング調査」において評価する項目
l 2) 日体協が今後、協賛制度や国民体育大会の認知度向上に係る PR・
キャンペーン活動を展開する場合の協力体制について



【【項目項目77】】
ドーピング防止活動を積極的に行っていることドーピング防止活動を積極的に行っていること。。 【【11 / 4111 / 41位位】】

l ■「中央競技団体への基礎調査」において評価する項目
l 1) JADAへの加盟状況について
l A.既に加盟している。
l B-1.現在は加盟していないが、 2012年までに加盟する予定である。

l 2)ドーピング・コントロールを所管する委員会等の整備状況について
l A.既に整備している。「今後整備する予定である」＝回答内容により B-1～B-2の各区分で評価

l 3) 2010年度のドーピング検査実施状況（国民体育大会除く）について
l A.計 100検体以上の検査を実施した。

l 4) 2011年度のドーピング検査予定状況（国民体育大会除く）について
l A.計 100検体以上の検査を予定している。

l 5) 2006年度～ 2010年度における検査結果について
l A.毎年度検査を実施し、陽性はなかった。

l 6)ドーピング・コントロールに係る都道府県競技団体や競技者・指導者への教育的な指導、広報活動等
について

l A-1.具体的な取り組みを積極的に推進していることが認められる。

l ■「中央競技団体へのヒアリング調査」において評価する項目
l 7) ドーピング防止活動への取り組みについて



【【項目項目88】】
競技者の健康・安全管理に係る医学サポートを積極的に行っていること競技者の健康・安全管理に係る医学サポートを積極的に行っていること

【【34 / 4134 / 41位位】】

l ■「中央競技団体への基礎調査」において評価する項目
l 1)競技者の健康・安全管理を所管する委員会等の整備状況について
l A.既に整備している。
l 「今後整備する予定である」＝回答内容により B-1～B-2の各区分で評価する。
l B-1.現在は整備していないが、 2012年までに整備する予定である。

l 2)競技者の健康・安全管理に係る規程・指針等の整備状況について
l A.既に整備している。
l 「今後整備する予定である」＝回答内容により B-1～B-2の各区分で評価する。
l B-1.現在は整備していないが、 2012年までに整備する予定である。

l 3)競技者の健康・安全管理に係る都道府県競技団体や競技者・指導者への教育的な指導、
広報活動等について。

l A-1.具体的な取り組みを積極的に推進していることが認められる。
l A-2.具体的な取り組みを推進していることが認められる。
l B. 実施していない。

l ■ 「中央競技団体へのヒアリング調査」において評価する項目
l 4) 競技者の健康・安全管理に係る医学サポートの取り組みについて



【【項目項目99】】
監督に関して日体協公認スポーツ指導者資格保有の義務付けを行っている監督に関して日体協公認スポーツ指導者資格保有の義務付けを行っている
こと。こと。 【【26 / 4126 / 41位位】】

l ■「中央競技団体への基礎調査」において評価する項目
l 1)国体監督への日体協公認指導者資格への義務付けについて。
l A.既に行っている。（未実施競技の場合、義務付け可能である。）

l 2)日体協公認指導者の積極的な活用の観点からの取り組みについて
l A-1.具体的な取り組みを積極的に推進していることが認められる。

l 3)日体協公認指導者の養成に係る中・長期的（ 5年～ 10年）の取り組み計画について
l A-1.養成人数・予定年度等の目標に充分な具体性が認められる。

l 4) 各競技団体における日体協公認競技別指導者の登録数（指導員、コーチ、上級コーチ）
l A. 公認指導者の登録数が 10,000人以上である。
l E. 公認指導者の登録数が 250人以上 1,000人未満の登録を有している。
l F. 公認指導者の登録数が 1人以上 250人未満である。

l ■ 「中央競技団体へのヒアリング調査」において評価する項目
l 5) 日体協公認指導者資格の義務付けに係る取り組みについて

l ■ 「都道府県体育協会への調査」において確認する項目
l 6) 各都道府県における国体監督への日体協公認指導者資格への義務付けについて









【【項目項目 1010】】
当該競技団体が全国的な統括団体として対外的にも説明責任を果たすこと当該競技団体が全国的な統括団体として対外的にも説明責任を果たすこと
のできる公正公平かつ安定的な組織運営がなされていること。のできる公正公平かつ安定的な組織運営がなされていること。【【22 / 4122 / 41位位】】

l ■ 「中央競技団体への基礎調査」において評価する項目
l 1) 全国的な統括団体としてのガバナンスの確立や組織運営に係る問題（不祥
事）の発生防止に向けた取り組みについて。

l A-1.具体的な取り組みを積極的に推進していることが認められる。
l A-2.具体的な取り組みを推進していることが認められる。

l 2)都道府県競技団体や指導者・競技者に対するガバナンスの確立や組織運営
に係る問題（不祥事）の発生防止に向けた取り組みについて

l A-1.都道府県競技団体や指導者・競技者に対する直接的な取り組みを積極的に
推進していることが認められる。

l A-2.都道府県競技団体や指導者・競技者に対する直接的な取り組みを推進して
いることが認められる。

l 3)役員人事や経理処理等組織運営に関連して係争中の裁判があるか
l A.係争中の裁判はない。
l B. 係争中の裁判がある。



【【項目項目 1010】】
当該競技団体が全国的な統括団体として対外的にも説明責任を果たすこと当該競技団体が全国的な統括団体として対外的にも説明責任を果たすこと
のできる公正公平かつ安定的な組織運営がなされていること。のできる公正公平かつ安定的な組織運営がなされていること。【【22 / 4122 / 41位位】】

l ■ 「中央競技団体への基礎調査」において評価する項目
l 4) 国際大会の代表選手選考等、競技者に関わる問題を所管する機関・委員会
や、その手続き等を定める規程・指針の整備状況について

l A.既に整備している。
l 「今後整備する予定である」＝回答内容により B-1～B-2の各区分で評価する。
l B-1.現在は整備していないが、 2012年までに整備する予定である。

l 5) 競技者等が日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に基づいて仲裁申
し立てを行った場合、当該団体おいてもスポーツ仲裁を利用し紛争解決を行うこ
とを、規程や理事会の決議等により意志表示しているか

l A.既に行っている。
l 「今後行う予定である」＝回答内容により B-1～B-2の各区分で評価する。
l B-1.現在は行っていないが、 2012年までに行う予定である。



【【項目項目 1010】】
当該競技団体が全国的な統括団体として対外的にも説明責任を果たすこと当該競技団体が全国的な統括団体として対外的にも説明責任を果たすこと
のできる公正公平かつ安定的な組織運営がなされていること。のできる公正公平かつ安定的な組織運営がなされていること。【【22 / 4122 / 41位位】】

l ■ 「中央競技団体への基礎調査」において評価する項目
l 6)当該団体における組織運営上の重要な情報（役員人事、財務関連、組織運営の基本的
な方針等）の開示方法について

l ①ホームページへの掲出
l ②広報誌・会報への掲出
l ③評議員会（総会）等各種会議での説明
l ④公文書による通知
l ⑤その他（実効性のある取り組み内容と認められるもの）
l 評価区分
l A. 5項目中 3項目以上に該当する。（①、②のいずれかを含む。）
l B. 5項目中 3項目以上に該当する。（①、②のいずれも含まない。）
l 5項目中 2項目に該当する。（①、②のいずれかを含む。）

l ■ 「中央競技団体へのヒアリング調査」において評価する項目
l 7) 全国的な統括団体として対外的な説明責任を果たすことのできる公正公平かつ安定的
な組織運営に向けた取組みについて

l ■ 「都道府県体育協会への調査」において確認する項目［項目 10－8）］
l 8) 各都道府県競技団体における都道府県内の統括団体としての組織運営状況について



3.3.海外から見た日本ボートとは海外から見た日本ボートとは

22年度「スポーツ指導者海外研修事業」報告書(JOC刊)



中村さなえ氏中村さなえ氏 プロフィールプロフィール

l 元石川県小松市立丸内中学校端艇部顧問

l 元石川県ボート協会理事

l 元全国中学ボート連盟副会長

l 元日本ボート協会ナショナルチームマネージャー

l 1994.04～1995.03 日本体育協会公認コーチ資格取得
l 2008.10～2008.12 JOCナショナルコーチアカデミー修了
l 2009.09～2010.08 JOC海外指導者研修（ドイツ オリン
ピック拠点ポツダム）

l 元Ulmer Ruderclub Donau e.V.コーチ



スカイプにて対面通信スカイプにて対面通信

l平成24年12月27日23:30～24:30

l時差8時間、現地時間は15:30～16:30

l浜松：PC、ドイツ：スマートホンにて。
（正確にはドイツではなく、オーストリア）。



【【所属していたドイツのクラブのこと所属していたドイツのクラブのこと】】

l コーチをしていたクラブはUlmer Ruderclub Donau e.V.。
l 会員500～600人の大クラブ。
l 一般の大人は、月€80程度の会費。
l 2001～2004年にはベルリンの女性だけのクラブFrauen 

Ruderclub Wannsee（FRCW）にも所属してボートを楽しん
だ。FRCWでの会費は、月€36。

l クラブによってシステムも会費も異なる。そもそも州によって
いろんなこと（祝日、行政や教育制度）が異なるため、スポー
ツを行うクラブが環境や条件が異なることは当たり前のこと
である。

l クラブ加入は10歳以上、おじいちゃんおばあちゃんまで様々
な年代が所属している。（年によって異なるが）10～14歳の
子どものグループは数人（10～20人程度）。



【【所属していたドイツのクラブのこと所属していたドイツのクラブのこと】】

l 毎月の会費を払うことのできる家庭の子が、ボート
クラブでボートを漕ぐ事が出来る。学校の部活動の
ように学校の生徒が全て、どこかのクラブに所属し
て活動できると言う訳ではない。

l Ulmのクラブでは、クリスマスプレゼントにシングル
スカルを両親からプレゼントとしてもらった子、誕生
日プレゼントにスカルオールをもらった子がいた。
ボートクラブやテニスクラブなどのスポーツクラブや
音楽学校に来る子は裕福な子が多い。

l 練習時間はトレーニンググループごとに決まってい
る。



【【所属していたドイツのクラブのこと所属していたドイツのクラブのこと】】

l 日本のような立派な道具は使っていない。例えば、
1970年に作られたシングルスカルとか、もっと古い
艇も多くある。クラブのボートマイスター（ボート工）
が、艇を修理したり、ニスや塗料を塗り直したりしな
がら、何十年も大事にして使っている。エンパの木
艇やトレーニングボートもまだ現役で活躍している。

l Ulmのクラブのトップ選手は、ドイツの強化拠点ドル
トムントで練習している。艇はクラブで買った上等の
艇。艇と一緒に拠点にいる。ドイツにはボートを作る
会社が2社（エンパ、BBG）ある。ほかに近隣欧州
の会社の艇ももちろん使用している。最近では
Swift、WinTECHもよく見るようになった。価格が安
いから。



【【所属していたドイツのクラブのこと所属していたドイツのクラブのこと】】

l ジュニアA（18,17歳）、B（16,15歳）、C（14,13歳)と
区分されている。子ども用のプラスティックのシング
ルスカルもある。

l ナックルは日本独自の艇、こちらではGigboot（ギッ
グボート）と呼ばれる艇が、幅が広くて、お楽しみ
ボートや初めての人が乗るのに使われている。小さ
い子どもも、シングルスカルにすぐに乗れるようにな
る？！

l 有望な選手でも、本人に競技スポーツに取り組む意
志がない選手は、のんびりお楽しみグループでボー
トを楽しむ。競技志向でボートに取り組む選手、余
暇の楽しみとしてボートクラブに来る青少年、取り組
み方は様々である。



【【所属していたドイツのクラブのこと所属していたドイツのクラブのこと】】

l 日本は「平等」という考え方が根底にある。学校の
部活動の中で多くの場合、競技志向の活動を行う。
ドイツでは個々の意思で「選手をめざす子」「楽しみ
に来る子」が分かれる。自分の望む形で取り組む。

l 学校でのクラブ活動はない。学校の先生を職業とし
ている人が、ボートクラブで指導にあたっている場
合もあるが、それは学校の仕事としてではなく、副
業としてであったり、ボランティアであったりする。

l コーチもいろいろ、千差万別。人間性や道徳心に疑
問を感じさせるコーチもいる。日本の指導者の方は、
ボートのみならず、人間性や学校やクラブの中での
社会性もよく指導されていると思う。



【【所属していたドイツのクラブのこと所属していたドイツのクラブのこと】】

l ジュニアの最大の大会は6月末のU23、U19、U17ドイツ選
手権。これに出る選手は、ドイツ代表を目指す選手たち、各
クラブ、各州の精鋭。体格も練習量もそれ相応に素晴らしい。
それ以外にも、各クラブ主催のレガッタが各地で開催される
ので、ドイツ選手権に出ない子どもは、近くのレガッタに出か
けて、レガッタを楽しむ。

l 6月末のU23、U19、U17ドイツ選手権で代表が選ばれ、
U23世界選手権（U23）、世界ジュニア選手権（U19）、バルト
カップ(U17)へ。

l ドイツ代表選手以外は夏休みに入る。ボートクラブでのボー
ト漕ぎはお休み。家族と旅行に出かけたり、友達と湖水浴や
サイクリングに出かけたり。冬期は、湖、川が凍るとボートに
乗ることができない。トレーニング、エルゴ、ランニング、各種
コーディナティブトレーニング。球技。走るスキー。水泳。など
など



【【所属していたドイツのクラブのこと所属していたドイツのクラブのこと】】

l トップ選手を目指す者、ジュニア期にドイツ代表だっ
た者の多くは、強化拠点に練習の拠点を移す。拠
点近くの大学へ進学し学生となったり、ドイツ軍、ド
イツ警察の研修生となることも多い。

l 所属は地元のクラブのままの選手がほとんど。選手
の遠征費、ボートは所属クラブで補助する場合が多
い。選手は、援助してくれるクラブが必要なので、そ
のために所属先(スポンサー)を考える。
（Ulmのクラブからはロンドン五輪に4人出場。(M8+、M4－、F2－、FLG2×）

l トップ選手を取り巻く環境は厳しい。日本のように企
業に所属して、給料をもらいながら選手を続けてい
けると言うのは、経済的にはとても恵まれていると
思う。代表選手の多くは、学生や連邦軍や警察所
属の選手。



【【所属していたドイツのクラブのこと所属していたドイツのクラブのこと】】

l 目標はオリンピック、世界選手権の金メダル。
l 19歳以上の選手の次の目標は、シニア代表を選考していく
過程のテスト。漏れた者が6月末のU23世界選手権代表選
考を兼ねたドイツ選手権に参加する。

l ジュニアもシニアも水上でのテストは、シングルスカルとペア。
(11月6km漕、12月エルゴステップテスト、2000mエルゴ、2
月エルゴステップテスト、3月6km漕、4月2km漕、5月2km
漕。)

l 候補選手でクルーボートを組んで、トレーニング、国際レー
スを得て、代表クルーが決まる。

l 補欠選手がいて、補欠選手は、軽量級のエイトやシングル
スカルや軽量級の無ペア、オープンの付きフォアや付きペア
で世界選手権などに参加することが多い。

l 選手としてリタイアした後に勉学に専念したり、仕事を探す、
というのが現状。



【【所属していたドイツのクラブのこと所属していたドイツのクラブのこと】】

lボランティアコーチも多い。

l日本の学校部活動の指導は、健全な青少年
の育成という面では優れていると思う。また
社会人選手に対して、企業がバックアップ（雇
用・賃金）してくれる環境も恵まれている。

lにも関わらずシニア世代が弱いのはなぜ？
↓

研修報告書を参照してください。



ここからは・・・ここからは・・・

ドイツと生中継します！




